
いわての
森林づくり県民税

森を守
る

「いわての森林づくり県民税」は、かけがえのない豊かな森林環境を守り
次の世代に引き継いでいくために、県民の皆さんが納めている税金です

個人の場合 法人の場合

【課税期間】平成18年度分から令和7年度分
【課税期間】平成18年4月1日から

令和8年3月31日の間に開始する事業年度分
※資本金等の額に応じて2,000円～80,000円

年額 1,000円 均等割額の 10%相当
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いわての森林づくり県民税が
森と未来を守る!
いわての森林づくり県民税が
森と未来を守る!
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〒028-8570　岩手県盛岡市内丸10-1　農林水産部林業振興課
電話 019-629-5775　FAX 019-629-5779
メール AF0010@pref.iwate.jp　または広域振興局の林務担当課まで

お問い
合わせ先

公式ホームページ 公式Instagram 公式X（旧Twitter）

伐採跡地を
森林に再生

植える

森を学び
森づくりに参加

育てる

適度な間伐で
健康な森林に

伐る

県産の
木材にふれる

活かす
森林を

未来に向けて
育てる

森林公園には無料で遊ぶことができる木育スペースもあるんだよ！

なるほど！

岩手県では「いわての森林づくり県民税」を活用して
「森を学び、育て、活かしていく」活動をしています！
みんなで森林の循環を促し、未来につながる

森林づくりを目指しましょう！
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広く県民の森林・林業に対す
る理解の醸成を図るため、森
林環境教育拠点施設である
森林公園の機能強化を実施
しています。 

豊かな森林を未来につなげるために 森を学び、
育て、活かしていく活動をしています。

こんこうりんゆうどうばつ

混交林誘導伐

森林公園機能
強化事業

地域住民やNPO団体などが主
体的に取り組む活動をバック
アップ。森林を守り育てる活
動や意識の醸成等を目的と
した活動を公募・支援して
います。

県民参加の森林づくり
促進事業

間伐等の手入れが十分に行き届い
ていない森林において、混交林誘
導伐を実施し、針葉樹と広葉樹の
入り混じった公益的機能の高い森
林に導きます。

公益上重要でありながら、更新が
図られていない伐採跡地におい
て、植栽等を実施し、公益的機
能を安定的に発揮する森林
を整備します。

森林環境再生造林


